
「人倫性」 としての人間的自然
『人倫 の体系』に於 ける人倫的統体の構成※一

斎 藤 稔 章

『人 倫の体系」 は、 人 間的 自然 の真実 の権 利 を問 うヘ ーゲルの 人[問 的本]性 論 であ

る。その第三部 は、 い よい よその人 間的 自然 の真実の権 利 を明 らか にする。人 間的 自然

の真 実で ない権利 な ら、既 に第一部 ・第 二部 に於 いて論 じられ て いる。そ こで は、国家

一 人倫 的統体一 不在 の下での市民社 会が徹底 して 「関係 」の カテ ゴリー によ り規定 され

た。人 間的 自然が そ こ に本 質的 に欠如 してい る もの を認 識 し、 自 らを更 に展 開 させ 、そ

の真 実の権 利 を実現 す るに至 る契機 は 「戦争」 で ある ω 。欠如 して いる もの とは、普

遍 的 目的の為 に一つ の 人間集団 を統合 する技 術的 能力 、具体的 に は実効 性の ある戦 争遂

行 能力 に外 な らず、 そ の主体で ある国家、即 ち人倫 的統 体で ある 。その内 に統合 され る

こ とに よ って 、 国 家不 在 の 下で の市 民社 会 は 国家現存 の下 での 市民 社 会 となる(a)。

「戦争」が 国家不在 の下 での市民社会 を超 え る人倫 的統 体の必需 を、人間的 自然 に 自覚

させ る。 そ して 、人 間的 自然 はその真実の権利 を実現す る。

人倫的統体 と しての 国家 は直観 的同一 性と概念 的差 異性 との相 互包 摂 と して捉 え られ

る。そ れはア トミズム に基 づ くもので ない こ とは勿論 で あるが 、単純 な ホー リズム に基

づ くもので もない。その狭 間の危険 な峰 を微妙 なバ ランス を取 りなが ら、這 うよ うにヘ ー

ゲルは歩 む。その先 に在 るのは、最高度 に展開 された差異的な多様性一市民社 会一 に よっ

て媒介 され、それ を内含す る単純 な同一性-人 倫 的統 体一である。そ こにヘ ーゲルに とっ

ての一 国家観 に留 ま らない一真 実態 があ る。 国家 とは 「政治 と言 う機 械」(オ ルテ ガ)

で はな く、有機 的生 命 体で ある。それ は如何 なる ものか 。ヘ ーゲ ル によれば、人間的 自

然 は、最 終的 に、如 何 なる自己 をそ の真 実の権利 と して実現す るのか。

1

「個体 その ものは真 実 に絶対 的 なもの では な く、単 に形式 的 に絶対 的 な もの に過 ぎな
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い。即 ち、真 実 な もの は人倫 の体系 であ る。」 「個体 の個別性 が 第一の ものでは な く、

第一の ものは人倫 的 自然 の生命性 であ り、神 性 である。その神性 の本 質 に とって、個 々

の個体 は余 りに貧弱 で あって、 その神 性の本 性 をその全 実在性 に於 いて把握 する ことは

出来 ない。」(SdS!70f.)「 一切 の事物 は神 の内にあ り如何 なる個別性 も無 い」(SdS.61)。

一 単純 なア トミズ ム に対 す る徹底 した否定 を宣言 する ことに より、 『人倫 の体 系」の共

同体論 はその旗幟 を鮮 明 にす る。が しか し、 単純 なホー リズ ムに基 づい て共 同体論が展

開 され る訳 で も又 ない 。個体の個別性 が全 くの無 だ と言 うの では ない。個体 は己れ を組

織 す る人倫 的勢位の 「素材 」(SdS.70)で あ り、そ の 「素材」 に於 いて しか人倫 的勢 位 は

己れ を組織 し得 ないの であ る。個体 は 自らそ の個別性 ・特殊性 を 一度全面 的に展開 し-

そ こに国家不 在の下 で の市民社会が 立ち現 れ る一 、 しか しその 否 定性 の認識 に基づい て

これ を否定 し、真 に普遍 的 な ものへ 向かい 、 これに統 合 される一 そ こに人倫 的統体 が立

ち現れ る一 。その最終 局面が、特殊 的な もの 同士 の 「関係」 、及 び特殊 的 な もの と普遍

的な もの との 「関係」-そ れ は直観 的同一性 を包摂 する概念的差 異性 による-を 真 に普

遍的 な もの の 内へ 止揚 し、これ と統合 す る-そ れ は直観 的同 一性 に よる一 点で 、正 に

「人倫の体系 』第三部 「直観 の下へ の概 念の 包摂」 の勢 位 に外 な らない。 この徹底 的 に

展 開 されたア トミズ ム を包 摂 した ホー リズム に、ヘ ーゲルの根本 信念 があ り、根本 の哲

学 的世界観 があ る。

人倫の理念 が実現 される場 は 「民族」 であ る。人倫 的統体 は民 族共 同体で ある。下位

の家族や 国家 不在の下 での市民社 会 に於 け る特殊 的な諸 規定性 は総 て、民族 と言 う絶対

的な普遍性 の下へ絶対 的に止 揚 され、その諸 契機 として受容 され る。人倫的統体 に於 い

て、民族 は絶 対的 な民族 であ り、諸個体 は絶対 的に一つで ある。

人倫 的統体 の下で 、民族 と個人 とは相互 包 摂の内 にある。第一 に、個 人が民族 を包摂

する。但 し、個人 の特 殊的 な意志 ・恣意 ・規定性が民族 を支配す る と言 う意 味で はない。

民族 に於い て実 現 され る人倫 が個 人 に内面 化 され、 「個 々人 の人倫 」(SdS.65)「 個 々人

の内なる人倫」(SdS.66)に なるので ある。 これが 「徳」(SdS.65)で あ る。 この 「徳」 に於

いて、個人 は普遍的 な ものたる可能性 を得 る 。第二 に、民族 が個 人 を包摂 する。但 し、

個 人 にとって外在 的 な民族が 個人 を支配 する と言 う意味 ではない 。個人 の行 動や思惟 や

存在 が本質 や意 味 を持 つ のは、それが 内面化 された人倫 、即 ち 「徳」 に基 づ く限 り、全

くただ民族 の内 に於い てだけ なの である。

この相互包摂 によって、民族 は 「絶対 的無差別」 ・ 「生 ける無差 別」(SdS.62)で あ り、
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「人倫性 」 と しての人 間的 自然

個人は 「自己 をあ らゆる もの に於いて 自己 自身 と して直観 する」 「最 高の主体 一客体性」

(ibiのであ り、 「生 ける個体 」(SdS.60)、 単 なる経験 的な存在 を超 えて 「永遠 な仕方 で」

生 きる個人 である(SdS.61)。 ここにヘ ーゲルは 「民族 の神性」(SdS.62)を 見 る。人倫 的統

体 の十全 な実 現 こそが この神 性の実現 であ る。人 間的 自然 はそ の人倫性 に於 いて神 的で

ある。 『人倫 の体系 』が問 うのは、人倫 性 としての人間的 自然 の この神性 に外 な らない。

II

ヘ ー ゲル に とって 、認識 論的 に も存在 論的 に も、直観 は特殊 的 な もめ と普遍 的な もの

との直接的 ・自然 的 同 一性 ・無差別性 であ り、概念 は特殊 的 な ものと普遍的 な もの との

差異性 であ る。 『人倫 の体 系』第一部 ・第二 部 は(概 念 を包摂 した)直 観 を包摂 した概

念([概 念 ⊂直 観]⊂ 概 念)の 勢 位 で あ り、 第三 部 はそ の 概念 を再 に包 摂 した 直観

([[概 念 ⊂直観]⊂ 概念]⊂ 直観)、 或 は直観 と概念 との無差 別 の勢 位で ある。人倫

的統体 は、第 三部が論 じる 「直観 と概念 との 絶対 的同一性 」、或 は 「実践的 で人倫 的な

ものの一切 の諸規定性 の絶対 的無差 別」の勢位 に於 いて実現 される(SdS.63)。

その第三 部の構成 に於い て も又、直観 と概念 との相 互包摂の論理 が貫徹 され る。即 ち、

1概 念 を包摂 す る直観一差 異性 を潜在 的 に含 む 直接 的 ・自然的 同一性 ・無差 別性一 の勢

位 、2.そ の直観 を包摂 す る概u直 接 的 ・自然 的同一性 を潜在 的に含 む(顕 在化 した)

差異性-の 勢 位、3.そ の概念 を更に包摂す る直観-「 絶対 的な生け る無差 別の形式」一 の

勢位 か ら、第 三部は構成 され る(SdS.63f.)。

1直 観(特 殊 的 な もの と普遍的 な もの との直接 的 ・自然 的同一 性)の 下へ の概 念(特 殊

的な もの と普遍的 な もの との差異性)の 包摂(概 念 ⊂直観)

:個 体(特 殊 的な もの)と 民 族(普 遍 的な もの)と の直接 的 ・自然 的同一性 と しての

国家体制

「戦 争」 を経 て、国 家不在 の下での市民社 会 の内で差異 的であ った諸個体 は一つ にな

り、真 に民族 を成 す。 その 内で先ず諸個 体は 、直接的 に、言 い換 えれ ば 自然 な形 で民族

を具現 する。 主観 的内 面的 には 「人倫」-一 「諸徳」一一を、客観 的 外面 的には 「諸 身分 」

を、諸個 体 ぽ具現 す る。そ れを、ヘ ーゲルは 「静態 に於 いて具体 的 に示 された人倫 の体

系」(SdS.77)と 称 す る。狭 義 の 「人倫 の体系 」で あ る。 こ の 「体系 」 は 「人倫 」及 び
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「諸 身分」の 、 これ又三勢位 か ら成 る。

1)直 観(特 殊 的な もの と普遍 的な もの との直接 的 ・自然 的 同一性)の 下への 概念(特

殊 的な もの と普遍的 な もの との差異性)の 包摂(概 念 ⊂直観)

:個 体が普遍的 な もの と直接的 ・自然 的 に同一的 な 「人倫」 と 「身分 」、即 ち 「信頼」

と 「農民 身分 」

「信 頼」 は、認 識 も行動 の為 の悟 性 も欠い て、全体へ の素朴 な信頼 に生 きる 「粗野 で

堅牢 な もの 」(SdS.69)で あ る。 「信頼 」 に生 きる 「農 民 身分」 は 「自分 自身 で 自分 を生

産す る」 「大地 や動 物 」(SdS.77)を 信頼 し、 そ れを我 が物 と して生 産活 動 を行 う一方 、

「絶対 身分」(後 述)を 信頼 して、 「勇敢 」 を 「徳」 と して戦闘 員 と もな り得 る。 この

「勇敢 」 は、後 述 される 「勇 敢」 と違 い、 自然 に発す る 「勇敢」 であ る。

馳
2)概 念(特 殊 的な もの と普遍 的な もの との差異性)の 下へ の直観(特 殊 的 な もの と普

遍 的な もの との直接 的 ・自然的 同一1生)の 包摂([概 念 ⊂直観]⊂ 概 念)

:個 体 が普 遍 的 な もの と差異 的 な 「人倫 」 と 「身分 」、即 ち 「相対 人 倫」(「 律義

(正直)」)と 「営 利 身分」

「相対人倫」 は、特 殊的 な もの に差異 的な 、形式的 に普遍 的(抽 象的)な 「法」 を立

て、それ に 「律義(正 直)」 に従 う生 と して現 れ る。 「相対人倫」 に生 きる 「営利身分」

は 「律 義(正 直)」 に法 を遵 守 しなが ら、生産 ・交換(商 業)・な どの営利 的な経済活動

を行 う。

3)直 観(特 殊 的な もの と普遍 的な もの との直接 的 ・自然 的 同一性)の 下への 概念(特

殊 的な もの と普遍的 な もの との差異性)の 包摂([[概 念 ⊂直 観]C概 念]⊂ 直観)

:個 体が普 遍的 な もの と媒介的に同一的 である 「人倫 」 と 「身分」 、即ち 「絶 対人倫」

(「勇敢」)と 「絶対 身分(軍 人 ・政 治家身分)」

「絶 対人倫」 は、一 切の特殊性 が廃棄 され 、所 有 ・生命が普 遍 的な もの としての民族

と一 つ にな った 「祖 国に於 け る、そ して 民族 の為 の絶 対 的生 」(SdS-65)と して 現 れ る

「勇敢 」(諸 徳 の無差 別)で ある。 「絶対 人倫 」 に生 きる 「絶対 身分」 の労働 は、 「勇

敢」 を奮 っ て為 され る普遍 的労働 、具体 的に は 「戦争」や 「統 治 」な どである。但 し、

第一 義的 には 「戦争」 であ り、 「統治」 は第二 義的で ある。ヘー ゲル はこの身分 を 「戦

争」 の際 には単 に 「絶 対 身分 」 と、 「統治 」 の際 には 「形式 的 に普遍的 な」 、それ故実

質的に は特 殊 的な 「身 分」 と称 す るか らで あ る(SdS.95)。 つ ま り、 この身分 は 「戦争」
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,「人倫性 」 と しての人 間的 自然

の際 には他 身分 に対 して働 くことの ない真 実 に普遍 的で絶対 的 な 身分 だが、

際 には他 身分 に対 して働 く特殊 的な一身分 に過 ぎない。

「統治」 の

では、諸 身分は如何 なる体 系的連 関に有 るのか。第 一に、諸 身分の 間 には 「有用性」

の連関が ある。i)欲 求 を有 しなが ら、欲求 を充足す る個別的(私 的)労 働 に従事 しな

い絶対 身分 には、個別 的(私 的)労 働 に従事 す る他 身分 に よって消費財 が供給 される。

この点で、他 身分 には絶対 身分 に対 する 「有 用性」が ある。ii)絶 対 身分 にも他 身分 に

対 する二重 の 「有用性」 があ る(SdS.73f.)。先 ず、絶対 身分 は普遍的労働(軍 事 ・警察)

に よって他 身分 の所有 を保全 し、 「勇敢」 を免ず る。 これはi)と 相補 的であ り、絶対

身分 と他身分 との 「対 等性」 に基づ く。 次は 両者の 「区別」 に基 づ き、絶対 身分 は 「勇

敢」 な軍事行動 の故 に、 「運 動 しつ つ存在 す る絶対的 な ものの像 、人倫 的 自然 が希求 す

る最 高の実在 的な直観 」 と して、他 身分 に とって 「絶対 的威力 」 とな り、畏敬 の対象 と

なる(SdS.73)。 絶対 身分 は 「人倫 的 自然 が希求 す る最 高 の実在 的直 観」 であ る故、他 身

分 の絶 対的 な内的本 質 で あるが、他 身分 には異縁 な客 体 的な もの の形態 で現 れ、 自覚 さ

れない 。 この 直観 及 び畏敬 を持 つ点 に、ヘ ーゲル は営 利身分 の 「第 一の性格 」 を見 る

(SdS.94)。 も しこの 「第一の性 格」が 欠落 した なら、営利 身分 は 「獣性」 を帯 び、 「民

族の絶対 的紐 帯 、即 ち 人倫 的 な もの」 が消 失す るか らである(ibid.)。従 って、 この直観

及 び畏敬 が人倫 の体 系 を根底 で支 えて いるのであ る。

この 点につ い て、 「自然 法」 は次 の ように述べ る(B4.462)。 「自由人の 身分」(絶 対

身分)は 「生動 的精 神 」であ り、 「非 自由人 の 身分」(営 利 身分)は その 「肉体 的、可

死的 な魂」 で あ り、前者 の精神 を 自己 に異 縁 な もの と して直観 し、 世俗 的現 実 的 には

「畏怖 、信任 、並 びに服 従」 によって、宗教 的観念 的に は 「宗教 、共 同の神 とその神 へ

の奉 仕」 に よって相対 的 に一体化す る、 と。 換言す れば、営利 身分 は疎外 された自 らの

本質 をそれ と知 らずに絶対 身分の内 に見 ているの であ り、営利 身分 は 「支配」 と 「宗教」

に よっ て しか絶対 身分 と、 しか も相対 的 に しか 一体化 し得 ないのであ る。

第二 に、営 利身分が 自ら立て、遵守 する形 式的普遍 的(抽 象 的)「 法 」は、そ れだけ

では 「何か 端 的 に観 念 的 な、考え られ た もの」(SdS.74)で しか ない 。それが実 効力 ある

もの となるには、法 を犯 した者 に対 して物理 的強制力が行使 され ね ばな らない。そ れは

民族 に よって 、即 ち民族 と一体 化 した 主体 、即 ち 絶対 身分 に よって行使 され る。法 は

「民族 の内 でのみ実在性 を受 け取 る。」(ibid.)同 様 の ことが営 利身分の諸活動 に関す る

一19一



一切 につ いて言 える。 これ らは総 て、取 り分 け営 利身分の諸活 動 が民族 の無 差別性 の内

へ 、換言す れば絶対 身分 の内へ包 摂 され ている ことを示 す。

第三 に、農 民 身分 が絶対 身分へ の 自然 な信 頼 に生 きる ことは既述 の通 りである。

以上 よ り、諸 身分 は等価 で並立 してい る訳 ではな く、絶対 身分 こそが 無差別 的であ る

ことによって、絶対 的 に普遍 的な もの と して の民族 と一体 であ り、 「第一 身分 【絶 対 身

分】が … そ の他 の諸 身分 の精神 である」(SdS.84)と 言 う関係 にあ る。

以上が 「静止 に於 い て具体 的に示 された人倫 の体系」 であ り、 この身分秩序 は絶対 的

に維持 されね ばな らな い前提 である。前提 た るその静 的な身分秩 序 を動的 に統 合 して い

るのが 「統治」 であ る。換言 すれ ば、 「自然 法』 に於 いて先 に言 われた 「支配 」 と 「宗

教」 を司 るのが 、続 く 「普 遍統治」 と 「絶対統治 」であ る。

皿

2.概 念(特 殊 的な もの と普 遍 的な もの との差 異性)の 下へ の直観(特 殊 的 な もの と普

遍的な もの との直接 的 ・自然的 同一 性)の 包摂([概 念 ⊂直観]⊂ 概 念)

:個 体(特 殊 的 な もの)と 普遍 的な もの との差 異性 、即 ち 「統治」 と しての国家体制

「統 治」 は、前勢位 で呈示 され た諸身分の 体系一 狭義の 「人倫 の体系 」 …を前提 に、

佃 体(特 殊 的な もの)と 普遍的 な もの との 「差異性 」 を本 質 とす る。 「差 異性」が 「同

一性 」 を前提 にす るこ とに よって、 「関係」 が生 まれ る。普遍 的 な ものが特 殊 的な もの

に対 して 「原因」 と して 「関係」す る。 これ に よって前勢位 の静 的 な体系 の内へ動 的原

理 が入 り込 み、 「一切 の諸勢位 の展 開の 内へ 広 がって、 この展 開 を本 当の意味 で初 めて

定立 し、 そ して産 出す る運 動」(SdS.77)が 具体 的 に示 される。 この統治 の 運動 も又 三 勢

位 か らなる 。1)特 殊 的な もの と普 遍 的な もの とが差 異 的であ りなが ら、 自然 な形 で調

和 して いる運 動。2)普 遍 的 な ものが 原 因 と して特殊 的な もの に対 して規定 的 に関係す

る運動。 こ の場合、 普遍 的な ものは形 式 的 に普遍 的な もの で ある。3)特 殊 的な もの と

普遍的 な もの との差 異性 を、 それ を超 えた絶 対 的 に普遍 的な もの が永 遠 に廃棄 しつつ産

出す る運 動。

1)直 観(普 遍 的な もの と特殊 的な もの との直接 的 ・自然的 同一性)の 下へ の概 念(普

遍 的な もの と特殊 的 な もの との差 異性)の 包摂(概 念 ⊂直観)
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「人倫性 」 と しての人 間的 自然

「自然統 治」

この勢位 の論 述 は欠如 して い る(Ji。 普遍 的な もの としての民族 の 内で、各 々 の身分

が民 族 に よって各 々に 割 り当 て られた人倫(徳)に 自然 な形 で従 うこ とで、民族 の全体

が調和 してい る自然 な統治 である。

2)概 念(特 殊 的 な もの と普遍 的 な もの との差異性)の 下へ の 直観(特 殊 的な もの と普

遍的 な もの との直接的 ・自然 的 同一性)の 包摂([概 念 ⊂直観]⊂ 概念)

:「 普 遍統治」

絶対 的では あるが、 にも拘 わ らず他の 身分 に対 して差 異的で あ る限 りでは特 殊的 な も

ので ある絶対 身分 が特 殊的 な もの と しての他 身分、及 び絶対 身分 自身 に対 して行使す る

世俗的統 治が普遍統 治 で ある。普遍統治 は、 立法権 ・司法権 ・執 行権 の三契 機 をそ の内

の執行権 を以 て同一化す る ことによって遂行 される。

i)直 観(特 殊 的な もの と普 遍的 な もの との 直接 的 ・自然的 同一性)の 下へ の概念(特

殊的 な もの と普遍 的 な もの との差異性)の 包摂(概 念 ⊂直観)

普 遍的な ものが特 殊的 な もの に自然 的 に内在 し、特 殊的 な もの を支配す る統治 、即

ち 「欲求 の体系 」

「欲 求の体系」 は特 殊 的な もの による普遍 的 な ものの定立(立 法)に 相 当 し、三勢 位

か ら成 る。① 自然 的 なr欲 求 の体 系」 。第一 部 「自然 的人倫」 に於 いて特殊 的 な もの と

特殊 的 な もの との 関係 か ら生 成 した 「普遍 的 に相 互 的 な 自然 的 相 互依 存 性 の体 系 」

(SdS.89f.)-欲 求 と労働 に関す る相互依存性 の体系-は 人倫的統体 に於 いて も保持 され る。

その統 治者は 、国民経 済学が 明 らか に した 「見 えざる手」、即 ち最 適資源配 分 を自動 的

に実現 する 市場機構一一人間 の意図 や恣意 を含 まない 「無意 識的 な盲 目的運 命」(SdS.91)

--で ある
。 この統 治が完壁 であれ ば、 これ以上 の統治 は必要 ない。

しか しヘ ーゲルは、 この体 系がそ れだけで は安定 的 に維持 され 得ない こ とを、先 ず経

験 的偶然 的 な局 面に於 いて 、次に 「即且 つ対 自的 に必 然 的」(SdS.93)な 局面 に於 い て見

定め る。そ こで、統 治 は意識 的に この 「無 意 識的 な盲 目的運命 を我 が物 と し」(SdS.91)

なければ な らない。② 先ず経 験的偶然 的局面 とは、不作 等 に より最適資 源配分が 自動 的

には達成 されない場合 であ る。 この場合 、統治 は 「自然」 に対 して 「反対 に」(ibid.)働

き、資 源の再配分 等 に よって 「相互依存 性 の体系 」 を再興す る。 原 因が 経験 的偶然 的で

ある以上、 この統 治 自 身 も経験 的偶然 的で あ る。③ 次の 「即 且つ 対 自的に必然 的」 な局
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面 とは、営利 身分 に於 いて生 ずる貧富 の差 で ある。貧富 の差 が階 級分化 を生 み出 し、階

級支配 を帰結 す る。ヘ ー ゲルが最 も危険視 す るの は、富 の多寡の 自体化 で ある。そ うな

る と 「【絶対 身分 に於 いて得 られ る】有機 的 で絶対的 な直躍 や 、 自 らの外部 にではあ る

が定立 された神 的な もの に対 する畏敬 を持 ち 得 ると言 う営利 身分 の第一の性格 は一掃 さ

れて 、 一切の高次 の もの を蔑視 す る と言 う獣性 が現 れて くる。知 恵 を欠 く純粋 に普遍 的

な もの、つ ま り富の嵩 が 自体 であ り、民族 の絶対 的紐帯 、つま り人倫 的なもの は消失 し、

民族 は解 体 される。」(SdS.94)そ ζで、統治 が 「最高度 に働 かね ばな らない」(ibid)。 具

体的 には、営利 身分の(自 前 に よる)普 遍 的 な相互依存 的編成 、(課 税 等 に よる)「 高

い利益 を困難 にする こ と」(ibid.)な どであ る。但 し、そ の統 治の実効性 は抑 々統 治身分

への 「畏敬 」 に懸 かって いる。 従 っ て、手 遅れの 場合 、戦 争 を遂行 す る こ とに よって

「畏敬 」 を再構 築 しなければ ならない。

以上 より、第 一の普 遍統治 は 「相互依存 性 の体系」 の完成 であ り、否定 ではない。統

治 は 「相互依存性 の体 系」が 的確 に機 能する ように、 これ を補完 し、制度 と して人倫 的

統体 に包 摂す る。それ故 、 「欲求の体系 」それ 自身が普遍統治 であ る。

1])概 念(特 殊 的な もの と普遍 的 な もの との差 異性)の 下への直 観(特 殊 的な もの と普

遍 的な もの との直接 的 ・自然的 同一性)の 包摂([概 念 ⊂直観]⊂ 概念)

:普 遍的 な ものが特 殊的 な ものか ら分裂 し、特殊 的な もの を形 式 的 に支配す る統 治 、

即 ち 「正義 の体 系」

「正義 の体系」 は特 殊的 な もの と普遍 的な もの との分裂 の事態 に定位 し、それ によっ

て形式 的 となった普遍 的 な ものの下へ特殊 的 な もの を観念 的 に包 摂(司 法権 を行使)す

る。形式 的 な普遍 的な もの は 「法 」一 「意 識 の形式 」 に於 いては 「法律 」(SdS.98)一 で

あ り、特殊 的 な ものは これか ら分裂 してお り、時 にこれを否定す る 「欲 求」、 「占有」

な どである。 「法」 が 本質 を成 し、 「欲求 」 や 「占有」 を包 摂す る。後 者が前者 を否定

すれ ば、そ こに 「犯 罪 」が生 まれ る。例 えば 、① 「法」 その もの は否 定 され ない民 事的

係争 、② 「法」 その ものが否 定 され る刑事 的犯 罪、③ 国家(人 倫 的統体)全 体 を否 定す

る犯 罪であ る。 「法」 は 「犯 罪」 を犯 した後者 を再 び包摂 し、元 の法状態 を回復すべ く、

「刑 罰」 を与 える。① 「民事的刑 罰」、② 「刑 事的刑 罰」、③ 国家 的正義 による 「戦 争」

であ る。それ らは、最 早私 的復 讐で はない以 上、公権力 に委ね られる。第二部 「否定 的

なもの」に於 いて、特 殊的 な もの と普遍 的な もの との 関係 か ら不 可避 的 に生成 した 「犯
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「人倫性」 ど しての人 間的 自然

罪」 は人倫 的統体 に於 いて も保持 され る。

この 中では、戦争 を 国家的正義 の実現 と見 ている点が取 り分 け重要 である。 「戦 争 に

よって存在 す るの は、 ただ承認 する ことの み 、 … 即 ち真 実 に生 きてい る もののみ で

あ る。」(SdS.87)「 己 れが承 認 されてい ない こ とを見 出す民 族 は、 この 承認 される と言

うこ とを、 戦争或 は植 民地 に よっ て生み 出 さねばな ら ない。」(SdS.86)し か も、 「自然

法』 に よれ ば、戦争 の意義 は対 外 的な面 に限 られず、戦争 には一 切の諸規 定性の悉 くが

「無化 され、 しか も絶 対 的な もの それ 自身の 為 に、或 は民族 の為 に無化 され る とい う自

由な可能性 」があ るの で、そ の結果 生ず る 「諸規 定性 に対す る無 差別」 に於い て、戦争

は民族 の 「人 倫的健全 さ」 を維持 す る(B4.450)。 同様 に、人 倫的統体 が 欲求 の体系 をそ

れだ けでは 自存 し得 ない 「内 的な空無 」(B4.451)と して維 持す る手段 と して も戦争が 持

ち 出 され る。

iii)直 観(特 殊 的な もの と普逓的 な もの との 直接 的 ・自然的 同一性)の 下へ の概念(特

殊 的な もの と普 遍的 な もの との差異性)の 包 摂([[概 念 ⊂直観]⊂ 概念]⊂ 直観)

:普 遍的 な ものが絶対 的で 、特殊 的な もの を完 全 に 自己の 内へ受 容 す る統治 、即 ち

「陶冶 の体 系」

「陶冶 の体 系」 に於 い ては、普遍 的な ものは最 早形式 的では な く、絶対 的であ り、従 っ

て特殊 的な もの を完全 に 自己 の内へ 実質的 に包摂(執 行権 を行 使)し ている。即 ち、 こ

の統治 は絶 対 身分 それ 自身 を対象 と し、絶対 身分 を絶対 身分 と して教養 形成す る。 これ

も又三勢 位か らな り、 ①才 能 ・発明 ・学 に関 する 「教育 」であ り、② 「自らを教 養形成

し、自 らを語 り、 自ら を意識 する民族」 と しての 「教養 形成」 で あ り、普遍 的習俗 ・秩

序 ・戦争の為 の教 養形 成 ・戦争で個 々人の真 実性 を吟味す る 「陶 冶」で あ り、③陶冶 の

成果 と しての植 民地 開拓 であ る。

以上 よ り、 普 遍統 治 は 「人倫 の体 系 』の 構成 を その まま反 復 して いるJ即 ち 、i)

「欲求の体系 」は第 一部 で構 成 された商業経 済社会 を統治 の対象 とす る。ii)「 正 義の

体系」 は第 二部で構成 された 「犯 罪」及 び 「戦 争」 を統治 の対 象 とす る。iii)「 陶冶の

体系」 は第三部 で構 成 された人倫的統体 その もの を統 治の対象 とする。

3)直 観(特 殊 的な もの と普遍 的な もの との直接 的 ・自然 的 同一性)の 下へ の概 念(特

殊 的な もの と普遍 的 な もの との差異性)の 包摂([[概 念 ⊂直観]⊂ 概念]⊂ 直観)
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:「 絶対統治 」

普 遍統治が 一絶対的 ではあるが、他 の身分 か ら差異化 されてい る点 で-特 殊 的 な もの

である絶対 身分 が特殊 的な もの と しての他 身分 、及 び絶対 身分 自身 に対 して行使す る世

俗 的統 治で あるの に対 し、絶 対統治 は諸身分 に超然 とした絶対 的 に普遍 的な ものが諸 身

分に対 して行 使す る神 聖な統治 であ り、諸 身分 間の 「絶対 的 関係」(SdS82)を 保持す る。

絶 対統 治 は、従って 、諸 身分 間の 「絶対 的 関係」 に背 き、諸 身分 間の 区別を混清 させ る

ものに対 して絶 対的 に否定 的であ り、 「立法 的 ・規 制 的」(SdS.83)で ある。絶 対統治 は

対立 か ら完全 に免れ、 それ に比す れば一切の ものが特 殊的 な もの であ る絶対 的 に普遍 的

で理念 的 な もので ある故 、統 治者 は特殊 な もの の一切 を無化 して 理念 的に生 きる者 であ

り、それ故如何 な る身分 に も属 さず 、一切の 身分 の無差 別 である 。そ れは 「死の敷居 上

で」 「半ば死 んで いる」 「長老 」 、且 つ 「神 にの み捧 げ られた祭 司 」で あ り、前者 は

「自然 」 に よって、後 者 は 「自己 活動」(SdS.81)に よって個 体 的な もの を無化 した と言

う違 いはあ って も、一 切 の諸 身分の絶対 的無 差別 である と言 う点 で、両者 は 「本来 一つ

の もの」 である(SdS80)。 重要 なのは、その 出 自が 「絶対 身分」 である と言 う点であ る。

「第一 身分 【絶対 身分 】 の長老 は、 この第 一 身分 に帰 属 した もの と して神 的生 を送っ

た。 … 第 一身分の 長老 自身が祭 司であ らね ばな らず、そ して雄 々 しい勇敢 な年齢 か

ら高齢へ と移行 す る中 で祭 司 と して生 き、斯 くして絶 対的 な真 実 な高齢 を 自らに もた ら

さね ばな らない。 … 真実 の祭司 も又 … 外面 的な高齢 を必 要 と し、彼 の完成 は、

自然 に反 して若 年の内へ は定立 され得 ず、最高齢 を待 ち望 まねばな らないG」(SdS.81f.)

「第一 身分 か ら絶対 統 治 は現 れ出 な ければ な らない。 」(SdS.84)そ れ は、絶 対 身分が他

の二 身分 の 「内的精神 」 であ り、そ れ自身 「神的」 である点 で、絶対 的 な もの によ り一

層近 いか らで ある。

絶対統 治 は神 に仕 え る長老 の祭 司 に よる 「神 の現 れ」 であ り、 その言葉 は彼 らが授 か

る 「神 の言葉」 であ る。そ れ故、諸 身分 間の 「絶対 的関係」 に対 抗 す る者 はあって も、

絶対'統治に対抗す る者 はあ り得ない。 だか らヘ ーゲルは言 う、 「一切の人 間的な もの と

一切の他 の神聖化 は ここで終わる」(SdS ,85)と。

以 上の ように して、 「統治」は完成す る。完成 した 「統治」 は 「自由な統治 」であ る。

「自由」 とは 「統 治す るものがそれ 自身統 治 され る ものであ る」 と言 う 「有機 的原理」

(SdS.99)で ある。 この 自由の原 理 が働 き、 統治 する 普遍的 な もの と統治 さ れる特殊 的 な
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「人倫性」 と しての人 間的 自然

ものが同一 的であ る ような統治 こそが 「自由な統治」 である。

3.直観(特 殊 的な もの と普遍 的な もの との 直接 的 ・自然 的同一 駐)の 下へ の概念(特

殊的 な もの と普遍 的な もの との差異性)の 包摂([[概 念 ⊂直観]⊂ 概念]⊂ 直観)

:絶対 的 な国家体制

ヘ ーゲルが 「1諸 身分 の体 系」 、 「2統治」 に次 いで、特 殊 的な もの と普 遍的 な もの

との媒介 された 同一性 と して呈示 するの は、絶対 的な 国家体 制で ある。それ は前 勢位 で

達成 された 「自由 な統 治」が行 われる国家体 制 であ り、統治 者の 数 は問題で はない。 そ

こでヘ ーゲルは、絶対 的な国家体 制 を一 自由 の原理 によ り、それ 自身が被治者 で もある

一 統治者 の数 に よっ て、1)民 主政 、2)貴 族政、3)君 主政 に分類 する と共 に、不 自由

な統 治、即 ち統治者 と被 治者が分裂 してい る統 治 を1)衆 愚 政(暴 民 政)、2)寡 頭 政、

3)専 制政 に分類 し、ア リス トテ レス 同様 、前三者 の堕 落 した形態 と見 なす。

v

人 間には人間的 自然 が備 わ り、人間的 自然 には人倫性 が植 え付 け られてい る。その人

間的 自然 は直接的 ・自然 的 な直観 的 同一性 と概念 的差異性 との発 展 的 に展 開する二肢 的

統 一体 であ り、1)概 念 的差 異性 を潜 在 的な もの と して 、直接 的 ・自然的 な 直観 的 同一

性 が包摂す る勢位 、2)そ の直接的 ・自然的 な直観 的同一性 を、顕 在 化 した概 念 的差異

性 が包摂 す る勢位 、3)そ の概 念的差 異 性 を直接 的 ・自然 的 な直観 的同一性 が 更 に包摂

する こ とに よ り、両者 が媒介 的に統一 される勢 位の三勢位 に於 い て、その 人倫性 を漸次

に開示 して行 く。最 高 度 に展 開 された差異 的多 様性 に よって媒介 され、そ れを内含す る

単純 な同一性 こそ が、何 時 の時 もヘ ーゲルに とっ ての真 実態 なの である。 この思想 を、

徹 底的 に展 開 されたア トミズ ムを包 摂 したホ ー リズ ム と言って も良 い。そ れが 『人倫 の

体系」 の形式的構二成 を隅々 まで貫徹 す る通奏 低 音 である。その形 式 的構 成 の内 に、生 々

しい現 実 と懐抱 された理想 とが大胆 に嵌 め込 まれる。

ヘ ーゲル の眼前 に展 開す る現 実は国 家不在 の下 での市民 社会 であ る(4)。 それ は、特

殊的な もの(特 殊的 な衝 動 に生 きる個人)と 特殊 的な もの(特 殊 的 な衝動 に生 きる個人)
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との 、そ して特殊 的 な もの(特 殊 的 な衝動 に生 きる個 人)と 普遍 的な もの(社 会)と の

「関係」-直 接 的 ・自然的 な直観 的 同一性 を包 摂す る概念 的差異 性-の 連鎖 か ら成 る普

遍的秩序 であ る。それ も又、 人間的 自然 が必然 的 に生 み出 した 自生 的且つ規制 的秩序 で

あ る。 この時人 間的 自然 は、 自らが特殊 的な衝 動 で しかない に も拘 わ らず 、否 それ故 に

こそ、 自 らに外 的な普 遍的秩序 を生み 出 さざる を得ず 、そ して そ の内で様 々な 「関係」

の連鎖 に巻 き込 まれ ざる得 ない と言 う矛盾 に 、換言す れば、他 の特殊 的 な もの及 び普遍

的な ものが 、一方 では 特殊的 な ものの外部 に あ って 自立 してお り、他 方で は特殊 的 な も

のの内部 にあ ると言 う矛盾 に陥ってい る。 これが、ヘ ーゲルの眼 前 に展 開 される生々 し

い現実 である。

人間 的自然 それ 自身 が不 可避 に陥 る 「運命 」 であ る、 この現前 す る 「関係」 の連 鎖か

ら脱 出 す る方 途 は 、 この 「関係 」の 連鎖 を純粋 に 無化 し得 な い-だ か らこそ、 それ は

「運 命」 なのであ る-以 上 、人 間的 自然 が こ の 「関係」 の連鎖 を承認 しつつ、 しか し、

より高次の真 に普遍 的 な もの(特 殊 な衝 動 を超 えた普遍 的な人間 的 自然)へ 超脱 し、そ

の下へ 「関係 」の連鎖 を包 摂 し、 その暴 走 を制御 する こと しかな い。 そ こに有機 的に統

合 された国家 として生 成す るのが人倫 的統体 である。 「関係 」の 連鎖が 剥 き出 しで幅 を

利か す市民社 会は、 こ の人倫 的統体 の下へ包 摂 される ことに よ り、暴走 する ことな く安

定 した制度 と してその 内部 に保持 される。ヘ ーゲルは経済学 的特 殊 性 ・合理性 の人 間像

を現前 の もの として展 開 しなが ら、 それ を政 治学 的普 遍性 ・人倫 性 の人 間像の優 位 の下

へ統合 して行 く。その 一切 が外 な らぬ 人倫性 と しての人 間的 自然 の真 実 の権 利の実現 な

の である。 これが、ヘ ーゲルが 懐抱 する理想 である。

この構想 に寄 り添 う ように、ヘ ーゲルの歴 史観が ある。ヘ ーゲ ルに よれば、古代 に於

いて は国家 が現前 し、 市民社会 は 「影法 師」 の如 くであ り、続 く近世 に於 いて は市民社

会が現前 し、国家 は 「影法師」 の如 くであ っ た(B4.459ff.)。 そ して来 るべ き未来 に於 い

ては、 国家 と市民社会 とは共 に現 前 し、前者 の下へ後者 は包 摂 さ れ、両者 は統合 されね

ばな ら ない。 そ うヘ ーゲ ルは考 え る。人倫 的統体 は、 現前 の 近世市 民社 会 を徹 底 して

「関係」 の カテゴ リーで捉 えた上 で、 「同一1生」 の カテ ゴリーで捉 えた古代 的国家 に よっ

てそれ を包摂 し、 両者 を統合す る形 で、 近未来 に成立す る。 この 三 つの時代が各 々 「人

倫の体系』 の 「書 かれ ざる第一部」(5'、 「第一部 ・第二部」 、 「第三部 」 に対応 する。

それ故、 人倫 的統体 は 近世的 「関係 」の原理 と古代的 「同一1生」-そ れ は 「絶対統 治」

に典型的 に見 られ る-の 奇妙 な混 渚体 となる。
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「人倫性」としての人間的自然

国家不在 の下で の市 民社 会 と言 うヘ ーゲル に とっては忌 ま忌 ま しい現実が 単 なる偶然

の所 産で ない とす れば-事 実、 そ うで はない 、 とヘ ーゲルは考 え る一 、そ れは人間 的 自

然 の内 に定位 して いな くて はな らない。そ れ は 自然性 としての人 間的 自然 の権 利の実現

である と して、第一部 ・第二部が執 筆 された 。人倫的統体 と言 うヘ ーゲ ルに とって望 ま

しい理想が単 な る空想 の所 産 に終 わ らない為 には 、これ も又人 間 的 自然の 内 に定位 して

いな くて はな らない。 それ は人倫性 と しての 人間的 自然 の権利 の実現 で ある と して、第

三部 が執筆 された 。現 実の構 成 的認識 と懐抱 された理想 の認識論 的構 築 と言 うこの 両面

作戦 を、 同一性(直 観)と 差異性(概 念)と の二肢的統 一体 と しての人 聞的 自然 の哲学

が 遂行 す る。それが 『人倫の体系 』の戦 略であ った。

若 き日に抱 かれた古 代共和 国へ の憧憬 を未 だ に引 き摺 りなが ら、今ヘ ー ゲルが構 想 し

た人倫 的統体 は近世 と言 う 「現実」 の認識 を踏 まえた 「理想 」 で ある。 しか し、認識 さ

れた 「現実」 も又懐抱 された 「理想 」 によっ てバ イアス を受けて 成立 す る。現 実の分析

を踏 まえ ない純粋 な理 想 の構 成 も、理想 の懐 抱 に先導 されない純 粋 な現 実の構成 も抑 々

存在 しない。 それが 「現実 」 と 「理想 」の秘 密 である とす るな ら、歴 史の世界 とはそ れ

自身が 既 に、懐抱 され た理想 によってバ イア スをかけ られ解釈 された 「現実」 と、現実

によって方 向性 を与 え られ懐 抱 された 「理想 」 とが時 間 と言 う舞 台 の上で 、理 論的 に も

実践 的 にも圓 ぎ合 う中 で 自ら生成 して行 くもの で しか ない。その 先 に 「人倫性 」の全面

的 開花 があ るか ど うか は歴史 に 聞い てみ る しかな い。 それが 人 間的 自然 の 「現 実」 と

「理想 」であ り、そ こにその限界が ある。

※本稿 は拙稿 「直観と概念 との相互包摂一 「人倫の体系』の構成一」(『 哲学』第46号所収)、

「「関係」 としての人間的自然一 『人倫の体系』第一部 の位置-」(『 哲学論叢』第XXIV号 所

収)、 「「否定的なもの」 としての人間的自然-「 人倫の体系』に於ける 「犯罪」の必然性一」

(『哲学論叢』第XXV号 所収)の 続編であ り、表記の仕方等は全面的にこれ らに依拠 している。

[引 用 略 号]

SdS.:G.W.F.Hegel,FriihepolitischeSysteme,hrsg.G.Ghler(Ullstein) .

B.:G.W.F.Hegel,GesammelteWerke,hrsg.v.Reinische-WestflischeAkademiederWissenschaft(Meiner).

註

(1)拙稿 「「否定的なもの」としての人間的自然-「 人倫の体系』に於ける 「犯罪」の必然性一」

(『哲学論叢』第XXV号 所収)参 照。

(2)ヘーゲルの市民社会観 を考える場合、その二義性に注意する必要がある。即ち、 「国家不在の

下での市民社会」 と 「国家現存の下での市民社会」の二義である。 「エンッユクロペディー』

や 『法哲学』で主に論 じられる市民社会は後者である。 『人倫の体系』は両者を共に論 じる。
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(3)「人倫の体系』第三部は 「直観 と概念 との相互包摂」の論理が一番見えに くい箇所である。そ
こにヘーゲルの不親切 を見るか、或はヘーゲルの構想の不徹底若 しくは破綻 を見 るかは兎も角、

以上の理由より、本稿は、ヘーゲルの意図を裏切 る 危険性 を覚悟 しつつ、執筆者による改釈 ・

再構成を多分に含 んだもの となる。それは総て 「直観 と概念 との相互包摂」の論理を徹底 しよ

うと言う形式的要求に基づいてお り、該当するのは以下の箇所である。

1)「諸身分の体系」に関 して、実際の論述の順序を逆転させ、絶対身分一営利身分一農民身分

の川頁序を、農民身分 一営利身分一絶対身分の順序にしたこと。

2)「統治」に関 して、絶対統治-普 遍統治一自由統治の順序で論述されているが、あって然る

べ き統治 として、その冒頭に 「自然統治」を新たに置き、それに続いて、普遍統治一絶対統

治から成る三幅対の構成順序にしたこと。

3)そ れに伴い、食み出た 「自由統治」を、 「諸身分の体系」-「 統治」 に次 ぐ、実際の論述に

は欠如 しているが、しか しあって然るべき第三の構成要素 として置いたこと。

(4)拙稿 「『ドイッ憲法論』の国家と社会」(『 哲学論叢』第XW号 所収)参 照。

(5)拙稿 「直観 と概念 との相互包摂一 『人倫の体系』の構成-」(『 哲学』第46号所収)参 照。

〔哲学博:士課程学修〕
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Menschliche Natur als Sittlichkeit. 
-Zur Struktur der sittlichen Totalitat im System der Sittlichkeit .

Toshiaki Saito

 Die vorliegende Untersuchung von dem dritten Teil des Systems der Sittlichkeit, den 

Hegel selbst mit )) Sittlichkeit ((Uberschreibt, ist in erster Lime Interpretation. Die in 
dem dritten Tell erreichte echte Sittlichkeit ist die Realisierung des wahrhaften Rechtes 
der menschlichen Natur. Hegel versucht die echte Sittlichkeit auf der menschlichen 
Natur zu basieren, and durch wechselseitige Subsumtion von Anschauung and Begriffs 

systematisch zu entwickeln. Die vorliegende Untersuchung ist in zweiter Linie der V ersuch, 
diesen Versuch in der Systematik and im ganzen Verlauf des Systems durchsichtig zu 

machen.
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